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○県立学校職員服務規程等の一部改正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号

県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 三 十 二 条 校 長 は 、 そ の 学 校 に 係 る 次 の 事 項 に つ 第 三 十 二 条 校 長 は 、 そ の 学 校 に 係 る 次 の 事 項 に つ

い て は 、 専 決 す る も の と す る 。 た だ し 、 重 要 若 し い て は 、 専 決 す る も の と す る 。 た だ し 、 重 要 若 し

く は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に く は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に

つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ～ 九 略 一 ～ 九 略

十 所 属 の 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 （ 会 計 年 度 任 用 十 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 用

和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号

に 規 定 す る 事 務 職 員 及 び 同 号 に 規 定 す る そ の 他

の 職 員 に 限 る 。 ） の 採 用 及 び 退 職 （ 免 職 の 処 分

に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給 料 、 報 酬 及 び 退

職 手 当 の 額 の 決 定

十 一 ～ 二 十 二 略 十 一 ～ 二 十 二 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 青 年 の 家 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 青 年 の 家 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 六 条 の 三 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す 第 六 条 の 三 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す

る 。 た だ し 、 所 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 要 若 し く る 。 た だ し 、 所 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 要 若 し く

は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、

教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

九 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職 （ 免 九 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給 料 、 報 用

酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

十 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び 育 児

休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

十 一 ～ 十 五 略 十 ～ 十 四 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 立 図 書 館 規 則 の 一 部 改 正 ）
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○県立学校職員服務規程等の一部改正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号

県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 三 十 二 条 校 長 は 、 そ の 学 校 に 係 る 次 の 事 項 に つ 第 三 十 二 条 校 長 は 、 そ の 学 校 に 係 る 次 の 事 項 に つ

い て は 、 専 決 す る も の と す る 。 た だ し 、 重 要 若 し い て は 、 専 決 す る も の と す る 。 た だ し 、 重 要 若 し

く は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に く は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に

つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ～ 九 略 一 ～ 九 略

十 所 属 の 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 （ 会 計 年 度 任 用 十 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 用

和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号

に 規 定 す る 事 務 職 員 及 び 同 号 に 規 定 す る そ の 他

の 職 員 に 限 る 。 ） の 採 用 及 び 退 職 （ 免 職 の 処 分

に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給 料 、 報 酬 及 び 退

職 手 当 の 額 の 決 定

十 一 ～ 二 十 二 略 十 一 ～ 二 十 二 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 青 年 の 家 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 青 年 の 家 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 六 条 の 三 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す 第 六 条 の 三 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す

る 。 た だ し 、 所 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 要 若 し く る 。 た だ し 、 所 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 要 若 し く

は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、

教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

九 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職 （ 免 九 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給 料 、 報 用

酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

十 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び 育 児

休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

十 一 ～ 十 五 略 十 ～ 十 四 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 立 図 書 館 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 栃 木 県 立 図 書 館 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 四 条 の 二 館 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 第 四 条 の 二 館 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

事 項 と す る 。 た だ し 、 館 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 事 項 と す る 。 た だ し 、 館 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重

要 若 し く は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 要 若 し く は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

と き は 、 教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 と き は 、 教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職 （ 免 七 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給 料 、 報 用

酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

八 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び 育 児

休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

九 ～ 十 二 略 八 ～ 十 一 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 立 少 年 自 然 の 家 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 立 少 年 自 然 の 家 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 十 一 条 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 第 十 一 条 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

た だ し 、 専 決 事 項 で あ つ て も 重 要 若 し く は 異 例 又 た だ し 、 専 決 事 項 で あ つ て も 重 要 若 し く は 異 例 又

は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、

教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職 （ 免 七 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給 料 、 報 用

酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

八 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び 育 児

休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

九 ～ 十 三 略 八 ～ 十 二 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 立 文 書 館 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 立 文 書 館 管 理 規 則 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 十 三 条 館 長 の 専 決 事 項 は 、 こ の 規 則 に 別 に 定 め 第 十 三 条 館 長 の 専 決 事 項 は 、 こ の 規 則 に 別 に 定 め

る も の の ほ か 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 専 決 る も の の ほ か 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 専 決



（3）栃 木 県 公 報 号外第26号令和２（2020）年３月31日　火曜日

第 三 条 栃 木 県 立 図 書 館 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 四 条 の 二 館 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 第 四 条 の 二 館 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

事 項 と す る 。 た だ し 、 館 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 事 項 と す る 。 た だ し 、 館 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重

要 若 し く は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 要 若 し く は 異 例 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

と き は 、 教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 と き は 、 教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職 （ 免 七 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給 料 、 報 用

酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

八 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び 育 児

休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

九 ～ 十 二 略 八 ～ 十 一 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 立 少 年 自 然 の 家 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 栃 木 県 立 少 年 自 然 の 家 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 十 一 条 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 第 十 一 条 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

た だ し 、 専 決 事 項 で あ つ て も 重 要 若 し く は 異 例 又 た だ し 、 専 決 事 項 で あ つ て も 重 要 若 し く は 異 例 又

は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、

教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 教 育 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職 （ 免 七 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給 料 、 報 用

酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

八 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び 育 児

休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

九 ～ 十 三 略 八 ～ 十 二 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 立 文 書 館 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 立 文 書 館 管 理 規 則 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 十 三 条 館 長 の 専 決 事 項 は 、 こ の 規 則 に 別 に 定 め 第 十 三 条 館 長 の 専 決 事 項 は 、 こ の 規 則 に 別 に 定 め

る も の の ほ か 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 専 決 る も の の ほ か 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 専 決

事 項 で あ つ て も 、 重 要 若 し く は 異 例 又 は 特 に 必 要 事 項 で あ つ て も 、 重 要 若 し く は 異 例 又 は 特 に 必 要

が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 教 育 長 の 決 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 教 育 長 の 決

裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

六 の 二 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職

（ 免 職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給

料 、 報 酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

六 の 三 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び

育 児 休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

七 ～ 八 略 七 ～ 八 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 栃 木 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 管 理 規 則 （ 平 成 四 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 五 条 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 た 第 五 条 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 た

だ し 、 所 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 要 若 し く は 異 例 だ し 、 所 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 要 若 し く は 異 例

又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 長 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 長

の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 の 二 略 一 ～ 三 の 二 略

三 の 三 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職

（ 免 職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給

料 、 報 酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

三 の 四 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び

育 児 休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

四 ～ 六 略 四 ～ 六 略

２ 次 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 ２ 次 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

用

六 ～ 八 略 七 ～ 九 略

３ 略 ３ 略

（ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 九 条 に 基 づ く 特 別 休 暇 を 定 め る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 九 条 に 基 づ く 特 別 休 暇 を 定 め る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規

則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 二 十 六 条 第 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 九 条 に 基 づ

二 項 に 基 づ く 特 別 休 暇 を 定 め る 規 則 く 特 別 休 暇 を 定 め る 規 則

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県

条 例 第 二 号 ） 第 二 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 教 育 委 員 条 例 第 二 号 ） 第 九 条 に 規 定 す る 教 育 委 員
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事 項 で あ つ て も 、 重 要 若 し く は 異 例 又 は 特 に 必 要 事 項 で あ つ て も 、 重 要 若 し く は 異 例 又 は 特 に 必 要

が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 教 育 長 の 決 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 教 育 長 の 決

裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

六 の 二 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職

（ 免 職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給

料 、 報 酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

六 の 三 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び

育 児 休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

七 ～ 八 略 七 ～ 八 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 栃 木 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 管 理 規 則 （ 平 成 四 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 専 決 事 項 ） （ 専 決 事 項 ）

第 五 条 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 た 第 五 条 所 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 た

だ し 、 所 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 要 若 し く は 異 例 だ し 、 所 長 は 、 当 該 専 決 事 項 が 重 要 若 し く は 異 例

又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 長 又 は 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 長

の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 の 二 略 一 ～ 三 の 二 略

三 の 三 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 及 び 退 職

（ 免 職 の 処 分 に よ る 退 職 を 除 く 。 ） 並 び に 給

料 、 報 酬 及 び 退 職 手 当 の 額 の 決 定

三 の 四 所 属 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 育 児 休 業 及 び

育 児 休 業 期 間 の 延 長 の 承 認

四 ～ 六 略 四 ～ 六 略

２ 次 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 ２ 次 長 の 専 決 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

六 一 月 以 下 の 任 用 予 定 期 間 の 日 々 雇 用 職 員 の 雇

用

六 ～ 八 略 七 ～ 九 略

３ 略 ３ 略

（ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 九 条 に 基 づ く 特 別 休 暇 を 定 め る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 九 条 に 基 づ く 特 別 休 暇 を 定 め る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規

則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 二 十 六 条 第 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 九 条 に 基 づ

二 項 に 基 づ く 特 別 休 暇 を 定 め る 規 則 く 特 別 休 暇 を 定 め る 規 則

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 栃 木 県

条 例 第 二 号 ） 第 二 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 教 育 委 員 条 例 第 二 号 ） 第 九 条 に 規 定 す る 教 育 委 員

会 規 則 で 定 め る 特 別 休 暇 は 、 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 そ 会 規 則 で 定 め る 特 別 休 暇 は 、 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 そ

の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 教 育 の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 教 育

委 員 会 規 則 第 三 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 第 十 一 号 の 休 暇 委 員 会 規 則 第 三 号 ） 第 十 一 条 第 十 一 号 の 休 暇

と す る 。 と す る 。

（ 栃 木 県 立 学 校 に お け る 学 校 運 営 協 議 会 の 設 置 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 栃 木 県 立 学 校 に お け る 学 校 運 営 協 議 会 の 設 置 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 三 十 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 。 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 七 条 の 五 第 一 項 、 第 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 七 条 の 六 第 一 項 、 第

四 項 、 第 七 項 及 び 第 十 項 の 規 定 に 基 づ き 、 栃 木 県 四 項 、 第 七 項 及 び 第 十 項 の 規 定 に 基 づ き 、 栃 木 県

立 学 校 （ 以 下 「 学 校 」 と い う 。 ） に お け る 学 校 運 立 学 校 （ 以 下 「 学 校 」 と い う 。 ） に お け る 学 校 運

営 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） の 設 置 等 に 営 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） の 設 置 等 に

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 設 置 等 ） （ 設 置 等 ）

第 二 条 法 第 四 十 七 条 の 五 第 一 項 本 文 の 規 定 に 基 づ 第 二 条 法 第 四 十 七 条 の 六 第 一 項 本 文 の 規 定 に 基 づ

き 、 別 表 に 掲 げ る 学 校 に 協 議 会 を 置 く も の と す き 、 別 表 に 掲 げ る 学 校 に 協 議 会 を 置 く も の と す

る 。 る 。

２ 略 ２ 略

（ 学 校 の 運 営 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 定 め る 事 項 （ 学 校 の 運 営 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 定 め る 事 項

等 ） 等 ）

第 三 条 法 第 四 十 七 条 の 五 第 四 項 の 教 育 委 員 会 規 則 第 三 条 法 第 四 十 七 条 の 六 第 四 項 の 教 育 委 員 会 規 則

で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

２ 対 象 学 校 の 校 長 は 、 法 第 四 十 七 条 の 五 第 四 項 の ２ 対 象 学 校 の 校 長 は 、 法 第 四 十 七 条 の 六 第 四 項 の

規 定 に よ る 承 認 を 得 た 基 本 的 な 方 針 に 従 い 当 該 対 規 定 に よ る 承 認 を 得 た 基 本 的 な 方 針 に 従 い 当 該 対

象 学 校 の 運 営 を 行 う も の と す る 。 象 学 校 の 運 営 を 行 う も の と す る 。

（ 意 見 の 聴 取 ） （ 意 見 の 聴 取 ）

第 四 条 協 議 会 は 、 法 第 四 十 七 条 の 五 第 六 項 の 規 定 第 四 条 協 議 会 は 、 法 第 四 十 七 条 の 六 第 六 項 の 規 定

に よ り 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ よ う と す る に よ り 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ よ う と す る

と き は 、 あ ら か じ め 、 対 象 学 校 の 校 長 の 意 見 を 聴 と き は 、 あ ら か じ め 、 対 象 学 校 の 校 長 の 意 見 を 聴

く も の と す る 。 く も の と す る 。

（ 職 員 の 任 用 に 関 す る 意 見 の 対 象 と な る 事 項 等 ） （ 職 員 の 任 用 に 関 す る 意 見 の 対 象 と な る 事 項 等 ）

第 五 条 法 第 四 十 七 条 の 五 第 七 項 の 教 育 委 員 会 規 則 第 五 条 法 第 四 十 七 条 の 六 第 七 項 の 教 育 委 員 会 規 則

で 定 め る 事 項 は 、 対 象 学 校 の 運 営 に 関 す る 基 本 的 で 定 め る 事 項 は 、 対 象 学 校 の 運 営 に 関 す る 基 本 的

な 方 針 の 実 現 に 資 す る 事 項 （ 特 定 の 個 人 に 係 る も な 方 針 の 実 現 に 資 す る 事 項 （ 特 定 の 個 人 に 係 る も

の を 除 く 。 ） と す る 。 の を 除 く 。 ） と す る 。

２ 前 条 の 規 定 は 、 法 第 四 十 七 条 の 五 第 七 項 の 規 定 ２ 前 条 の 規 定 は 、 法 第 四 十 七 条 の 六 第 七 項 の 規 定

に よ り 協 議 会 が 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ る に よ り 協 議 会 が 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ る

場 合 に つ い て 準 用 す る 。 場 合 に つ い て 準 用 す る 。
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会 規 則 で 定 め る 特 別 休 暇 は 、 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 そ 会 規 則 で 定 め る 特 別 休 暇 は 、 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 そ

の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 教 育 の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 教 育

委 員 会 規 則 第 三 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 第 十 一 号 の 休 暇 委 員 会 規 則 第 三 号 ） 第 十 一 条 第 十 一 号 の 休 暇

と す る 。 と す る 。

（ 栃 木 県 立 学 校 に お け る 学 校 運 営 協 議 会 の 設 置 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 栃 木 県 立 学 校 に お け る 学 校 運 営 協 議 会 の 設 置 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 三 十 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 。 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 七 条 の 五 第 一 項 、 第 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 七 条 の 六 第 一 項 、 第

四 項 、 第 七 項 及 び 第 十 項 の 規 定 に 基 づ き 、 栃 木 県 四 項 、 第 七 項 及 び 第 十 項 の 規 定 に 基 づ き 、 栃 木 県

立 学 校 （ 以 下 「 学 校 」 と い う 。 ） に お け る 学 校 運 立 学 校 （ 以 下 「 学 校 」 と い う 。 ） に お け る 学 校 運

営 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） の 設 置 等 に 営 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） の 設 置 等 に

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 設 置 等 ） （ 設 置 等 ）

第 二 条 法 第 四 十 七 条 の 五 第 一 項 本 文 の 規 定 に 基 づ 第 二 条 法 第 四 十 七 条 の 六 第 一 項 本 文 の 規 定 に 基 づ

き 、 別 表 に 掲 げ る 学 校 に 協 議 会 を 置 く も の と す き 、 別 表 に 掲 げ る 学 校 に 協 議 会 を 置 く も の と す

る 。 る 。

２ 略 ２ 略

（ 学 校 の 運 営 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 定 め る 事 項 （ 学 校 の 運 営 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 定 め る 事 項

等 ） 等 ）

第 三 条 法 第 四 十 七 条 の 五 第 四 項 の 教 育 委 員 会 規 則 第 三 条 法 第 四 十 七 条 の 六 第 四 項 の 教 育 委 員 会 規 則

で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

２ 対 象 学 校 の 校 長 は 、 法 第 四 十 七 条 の 五 第 四 項 の ２ 対 象 学 校 の 校 長 は 、 法 第 四 十 七 条 の 六 第 四 項 の

規 定 に よ る 承 認 を 得 た 基 本 的 な 方 針 に 従 い 当 該 対 規 定 に よ る 承 認 を 得 た 基 本 的 な 方 針 に 従 い 当 該 対

象 学 校 の 運 営 を 行 う も の と す る 。 象 学 校 の 運 営 を 行 う も の と す る 。

（ 意 見 の 聴 取 ） （ 意 見 の 聴 取 ）

第 四 条 協 議 会 は 、 法 第 四 十 七 条 の 五 第 六 項 の 規 定 第 四 条 協 議 会 は 、 法 第 四 十 七 条 の 六 第 六 項 の 規 定

に よ り 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ よ う と す る に よ り 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ よ う と す る

と き は 、 あ ら か じ め 、 対 象 学 校 の 校 長 の 意 見 を 聴 と き は 、 あ ら か じ め 、 対 象 学 校 の 校 長 の 意 見 を 聴

く も の と す る 。 く も の と す る 。

（ 職 員 の 任 用 に 関 す る 意 見 の 対 象 と な る 事 項 等 ） （ 職 員 の 任 用 に 関 す る 意 見 の 対 象 と な る 事 項 等 ）

第 五 条 法 第 四 十 七 条 の 五 第 七 項 の 教 育 委 員 会 規 則 第 五 条 法 第 四 十 七 条 の 六 第 七 項 の 教 育 委 員 会 規 則

で 定 め る 事 項 は 、 対 象 学 校 の 運 営 に 関 す る 基 本 的 で 定 め る 事 項 は 、 対 象 学 校 の 運 営 に 関 す る 基 本 的

な 方 針 の 実 現 に 資 す る 事 項 （ 特 定 の 個 人 に 係 る も な 方 針 の 実 現 に 資 す る 事 項 （ 特 定 の 個 人 に 係 る も

の を 除 く 。 ） と す る 。 の を 除 く 。 ） と す る 。

２ 前 条 の 規 定 は 、 法 第 四 十 七 条 の 五 第 七 項 の 規 定 ２ 前 条 の 規 定 は 、 法 第 四 十 七 条 の 六 第 七 項 の 規 定

に よ り 協 議 会 が 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ る に よ り 協 議 会 が 教 育 委 員 会 に 対 し て 意 見 を 述 べ る

場 合 に つ い て 準 用 す る 。 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。○ 栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 二 号

本 局

教 育 事 務 所

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 五 条 関 係 ）

一 教 育 次 長 、 参 事 、 課 室 長 、 総 括 課 長 補 佐 及 び 一 教 育 次 長 、 参 事 、 課 室 長 、 総 括 課 長 補 佐 及 び

リ ー ダ ー 専 決 事 項 リ ー ダ ー 専 決 事 項

１ 共 通 専 決 事 項 １ 共 通 専 決 事 項

教 育 次 課 室 長 専 決 事 項 総 括 課 長 補 リ ー 教 育 次 課 室 長 専 決 事 項 総 括 課 長 補 リ ー

長 専 決 佐 専 決 事 項 ダ ー 専 長 専 決 佐 専 決 事 項 ダ ー 専

事 項 決 事 項 事 項 決 事 項

略 一 ～ 十 一 略 略 略 略 一 ～ 十 一 略 略 略

十 二 所 属 の 会 十 二 臨 時 補 助

計 年 度 任 用 職 員 の 任 免

員 の 採 用 及 び

退 職 （ 免 職 の

処 分 に よ る 退

職 を 除 く 。 ）

並 び に 給 料 、

報 酬 及 び 退 職

手 当 の 額 の 決

定
十 三 所 属 の 会 十 三 パ ー ト 職

計 年 度 任 用 職 員 の 任 免

員 の 育 児 休 業

及 び 育 児 休 業

期 間 の 延 長 の

承 認

十 四 一 月 以 下

の 任 用 予 定 期

間 の 日 日 雇 用

職 員 の 雇 用

十 五 臨 時 又 は

非 常 勤 の 嘱 託

員 、 調 査 員 及

び こ れ ら に 準

ず る 者 の 委 嘱
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○ 栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 二 号

本 局

教 育 事 務 所

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 五 条 関 係 ）

一 教 育 次 長 、 参 事 、 課 室 長 、 総 括 課 長 補 佐 及 び 一 教 育 次 長 、 参 事 、 課 室 長 、 総 括 課 長 補 佐 及 び

リ ー ダ ー 専 決 事 項 リ ー ダ ー 専 決 事 項

１ 共 通 専 決 事 項 １ 共 通 専 決 事 項

教 育 次 課 室 長 専 決 事 項 総 括 課 長 補 リ ー 教 育 次 課 室 長 専 決 事 項 総 括 課 長 補 リ ー

長 専 決 佐 専 決 事 項 ダ ー 専 長 専 決 佐 専 決 事 項 ダ ー 専

事 項 決 事 項 事 項 決 事 項

略 一 ～ 十 一 略 略 略 略 一 ～ 十 一 略 略 略

十 二 所 属 の 会 十 二 臨 時 補 助

計 年 度 任 用 職 員 の 任 免

員 の 採 用 及 び

退 職 （ 免 職 の

処 分 に よ る 退

職 を 除 く 。 ）

並 び に 給 料 、

報 酬 及 び 退 職

手 当 の 額 の 決

定
十 三 所 属 の 会 十 三 パ ー ト 職

計 年 度 任 用 職 員 の 任 免

員 の 育 児 休 業

及 び 育 児 休 業

期 間 の 延 長 の

承 認

十 四 一 月 以 下

の 任 用 予 定 期

間 の 日 日 雇 用

職 員 の 雇 用

十 五 臨 時 又 は

非 常 勤 の 嘱 託

員 、 調 査 員 及

び こ れ ら に 準

ず る 者 の 委 嘱

及 び 解 職

十 四 ～ 十 九 十 六 ～ 二 十 一

略 略

２ 特 定 専 決 事 項 ２ 特 定 専 決 事 項

総 務 課 関 係 総 務 課 関 係

教 育 次 長 参 事 総 務 課 長 専 決 総 括 リ ー 教 育 次 長 参 事 総 務 課 長 専 決 総 括 リ ー

専 決 事 項 専 決 事 項 課 長 ダ ー 専 決 事 項 専 決 事 項 課 長 ダ ー

事 項 補 佐 専 決 事 項 補 佐 専 決

専 決 事 項 専 決 事 項

事 項 事 項

略 一 略 略 一 略

二 臨 時 又 は 非 二 非 常 勤 職 員

常 勤 の 嘱 託 の 報 酬 及 び 費

員 、 調 査 員 及 用 弁 償 の 等 級

び こ れ ら に 準 の 決 定

ず る 者 の 委 嘱

及 び 解 嘱 （ 高

校 教 育 課 の 所

掌 に 属 す る も

の を 除 く 。 ）

三 臨 時 又 は 非

常 勤 の 嘱 託

員 、 調 査 員 及

び こ れ ら に 準

ず る 者 の 報 酬

及 び 費 用 弁 償

の 額 の 決 定

（ 高 校 教 育 課

の 所 掌 に 属 す

る も の を 除

く 。 ）

四 ～ 八 略 三 ～ 七 略

九 退 職 手 当 八 退 職 手 当

（ 知 事 の 承 認 （ 知 事 の 承 認

を 要 す る も の を 要 す る も の

及 び 会 計 年 度

任 用 職 員 に 係

る も の を 除 を 除

く 。 ） の 決 定 く 。 ） の 決 定

施 設 課 関 係 ～ 義 務 教 育 課 関 係 略 施 設 課 関 係 ～ 義 務 教 育 課 関 係 略

高 校 教 育 課 関 係 高 校 教 育 課 関 係

教 育 次 長 専 決 高 校 教 育 課 長 専 総 括 リ ー 教 育 次 長 専 決 高 校 教 育 課 長 専 総 括 リ ー

事 項 決 事 項 課 長 ダ ー 事 項 決 事 項 課 長 ダ ー

補 佐 専 決 補 佐 専 決

専 決 事 項 専 決 事 項
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及 び 解 職

十 四 ～ 十 九 十 六 ～ 二 十 一

略 略

２ 特 定 専 決 事 項 ２ 特 定 専 決 事 項

総 務 課 関 係 総 務 課 関 係

教 育 次 長 参 事 総 務 課 長 専 決 総 括 リ ー 教 育 次 長 参 事 総 務 課 長 専 決 総 括 リ ー

専 決 事 項 専 決 事 項 課 長 ダ ー 専 決 事 項 専 決 事 項 課 長 ダ ー

事 項 補 佐 専 決 事 項 補 佐 専 決

専 決 事 項 専 決 事 項

事 項 事 項

略 一 略 略 一 略

二 臨 時 又 は 非 二 非 常 勤 職 員

常 勤 の 嘱 託 の 報 酬 及 び 費

員 、 調 査 員 及 用 弁 償 の 等 級

び こ れ ら に 準 の 決 定

ず る 者 の 委 嘱

及 び 解 嘱 （ 高

校 教 育 課 の 所

掌 に 属 す る も

の を 除 く 。 ）

三 臨 時 又 は 非

常 勤 の 嘱 託

員 、 調 査 員 及

び こ れ ら に 準

ず る 者 の 報 酬

及 び 費 用 弁 償

の 額 の 決 定

（ 高 校 教 育 課

の 所 掌 に 属 す

る も の を 除

く 。 ）

四 ～ 八 略 三 ～ 七 略

九 退 職 手 当 八 退 職 手 当

（ 知 事 の 承 認 （ 知 事 の 承 認

を 要 す る も の を 要 す る も の

及 び 会 計 年 度

任 用 職 員 に 係

る も の を 除 を 除

く 。 ） の 決 定 く 。 ） の 決 定

施 設 課 関 係 ～ 義 務 教 育 課 関 係 略 施 設 課 関 係 ～ 義 務 教 育 課 関 係 略

高 校 教 育 課 関 係 高 校 教 育 課 関 係

教 育 次 長 専 決 高 校 教 育 課 長 専 総 括 リ ー 教 育 次 長 専 決 高 校 教 育 課 長 専 総 括 リ ー

事 項 決 事 項 課 長 ダ ー 事 項 決 事 項 課 長 ダ ー

補 佐 専 決 補 佐 専 決

専 決 事 項 専 決 事 項

事 項 事 項

略 一 会 計 年 度 任 略 一 県 立 学 校 職

用 学 校 職 員 員 の う ち 非 常

（ 会 計 年 度 任 勤 職 員 の 給 与

用 学 校 職 員 の 支 給 額 の 決 定

給 与 及 び 費 用 及 び 任 免

弁 償 に 関 す る

条 例 （ 令 和 元

年 栃 木 県 条 例

第 十 号 ） 第 二

条 第 一 項 第 一

号 に 規 定 す る

非 常 勤 の 講 師

及 び 技 術 職 員

に 限 る 。 ） の

採 用 及 び 退 職

（ 免 職 の 処 分

に よ る 退 職 を

除 く 。 ） 並 び

に 給 料 、 報 酬

及 び 退 職 手 当

の 額 の 決 定

二 ～ 十 二 略 二 ～ 十 二 略

十 三 県 立 学 校 十 三 県 立 学 校

の 臨 時 又 は 非 職 員 の う ち 非

常 勤 の 嘱 託 常 勤 職 員 の 勤

員 、 調 査 員 及 務 時 間 そ の 他

び こ れ ら に 準 の 勤 務 条 件 の

ず る 者 の 委 嘱 決 定

及 び 解 嘱

十 四 県 立 学 校

の 臨 時 又 は 非

常 勤 の 嘱 託

員 、 調 査 員 及

び こ れ ら に 準

ず る 者 の 報 酬

及 び 費 用 弁 償

の 額 の 決 定

十 五 ・ 十 六 略 十 四 ・ 十 五 略

十 六 県 立 学 校

の 学 校 医 等 の

委 嘱

十 七 ～ 二 十 四 十 七 ～ 二 十 四

略 略

特 別 支 援 教 育 室 関 係 ～ 文 化 財 課 関 係 略 特 別 支 援 教 育 室 関 係 ～ 文 化 財 課 関 係 略

二 所 長 及 び 総 括 所 長 補 佐 専 決 事 項 二 所 長 及 び 総 括 所 長 補 佐 専 決 事 項

所 長 専 決 事 項 総 括 所 長 補 佐 専 決 事 項 所 長 専 決 事 項 総 括 所 長 補 佐 専 決 事 項
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事 項 事 項

略 一 会 計 年 度 任 略 一 県 立 学 校 職

用 学 校 職 員 員 の う ち 非 常

（ 会 計 年 度 任 勤 職 員 の 給 与

用 学 校 職 員 の 支 給 額 の 決 定

給 与 及 び 費 用 及 び 任 免

弁 償 に 関 す る

条 例 （ 令 和 元

年 栃 木 県 条 例

第 十 号 ） 第 二

条 第 一 項 第 一

号 に 規 定 す る

非 常 勤 の 講 師

及 び 技 術 職 員

に 限 る 。 ） の

採 用 及 び 退 職

（ 免 職 の 処 分

に よ る 退 職 を

除 く 。 ） 並 び

に 給 料 、 報 酬

及 び 退 職 手 当

の 額 の 決 定

二 ～ 十 二 略 二 ～ 十 二 略

十 三 県 立 学 校 十 三 県 立 学 校

の 臨 時 又 は 非 職 員 の う ち 非

常 勤 の 嘱 託 常 勤 職 員 の 勤

員 、 調 査 員 及 務 時 間 そ の 他

び こ れ ら に 準 の 勤 務 条 件 の

ず る 者 の 委 嘱 決 定

及 び 解 嘱

十 四 県 立 学 校

の 臨 時 又 は 非

常 勤 の 嘱 託

員 、 調 査 員 及

び こ れ ら に 準

ず る 者 の 報 酬

及 び 費 用 弁 償

の 額 の 決 定

十 五 ・ 十 六 略 十 四 ・ 十 五 略

十 六 県 立 学 校

の 学 校 医 等 の

委 嘱

十 七 ～ 二 十 四 十 七 ～ 二 十 四

略 略

特 別 支 援 教 育 室 関 係 ～ 文 化 財 課 関 係 略 特 別 支 援 教 育 室 関 係 ～ 文 化 財 課 関 係 略

二 所 長 及 び 総 括 所 長 補 佐 専 決 事 項 二 所 長 及 び 総 括 所 長 補 佐 専 決 事 項

所 長 専 決 事 項 総 括 所 長 補 佐 専 決 事 項 所 長 専 決 事 項 総 括 所 長 補 佐 専 決 事 項

一 ～ 十 二 略 略 一 ～ 十 二 略 略

十 三 所 属 の 会 計 年 度 十 三 臨 時 補 助 員 の 任

任 用 職 員 の 採 用 及 び 免

退 職 （ 免 職 の 処 分 に

よ る 退 職 を 除 く 。 ）

並 び に 給 料 、 報 酬 及

び 退 職 手 当 の 額 の 決

定
十 四 所 属 の 会 計 年 度 十 四 パ ー ト 職 員 の 任

任 用 職 員 の 育 児 休 業 免

及 び 育 児 休 業 期 間 の

延 長 の 承 認

十 五 一 月 以 下 の 任 用

予 定 期 間 の 日 日 雇 用

職 員 の 雇 用

十 五 ～ 二 十 五 略 十 六 ～ 二 十 六 略

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 総 務 課 ）


